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公立大学法人広島市立大学におけるオンライン会議等の取扱いに関する規程 

 

令和７年12月25日 

規 程 第 30 号    

規 程 第 3 0 号 

（趣旨）  

第１条 この規程は、公立大学法人広島市立大学における理事会、経営協議会、教育研

究評議会及び学内委員会その他委員会等（以下「会議等」という。）をオンライン会

議等（次条第２号から第４号に定めるものをいう。）とする場合の取扱いに関し包括

的に定めるものである。 

（定義）  

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 対面会議 会議等の構成員が一堂に会して行う会議等をいう。 

⑵ オンライン会議 映像及び音声の送受信により、会議等の構成員が会話すること

ができるオンライン会議システムを利用する方法により開催する会議等をいう。 

⑶ 併用会議 対面会議及びオンライン会議を併用して行う会議等をいう。 

⑷ 文書審議 会議等の構成員が会することなく、電子メール、情報システム、郵便

等により、議事に関する文書を構成員に送付等した上で、意見聴取又は賛否を問う

等の方法により開催する会議等をいう。 

⑸ オンライン出席者 オンライン会議又は併用会議にオンライン会議システムを

利用して出席する者をいう。 

（開催方法等）  

第３条 会議等を招集する者は、対面会議でなければ議事の目的が十分に達成できない

と認める場合を除き、オンライン会議、併用会議又は文書審議とすることができるも

のとする。 

２ 文書審議とする場合においては、会議等の招集があったものとみなす。 

（オンライン出席者の責務） 

第４条 オンライン出席者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 無断で会議等の録音又は録画を行わないこと。 

⑵ 議事の内容が漏えいしないよう必要な措置を講ずること。 

（出席者数の確認）  

第５条 オンライン出席者数の確認は、オンライン会議システムへの接続者数をもって

行うものとする。 

２ 文書審議における出席者数の確認は、特に必要がある場合を除き、文書を送付等し

た構成員の数をもって行うものとする。 

（議決）  

第６条 オンライン会議等における議決は、出席者から特に意見がない限りにおいて、

当該会議等の議長が定めた方法により行うものとする。 
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（議事録への記載） 

第７条 議事録の作成を常とする会議等でオンライン会議、併用会議又は文書審議とす

る場合は、その旨を議事録に記載するものとする。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、オンライン会議等の取扱いに関し必要な事項は、

当該会議等を招集する者又は議長が構成員に諮って定めるものとする。 

附 則 

 この規程は、令和８年１月１日から施行する。 

 


